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指
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指
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二
一
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
斐
芦
安
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
二
階
三
〇
番
の
一
地

旧

八
・
〇
〜

八
一
・
〇

先
か
ら

一
三
・
五

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
二
階
三
二
番
の
一
地

先
ま
で

新

一
二
・
五
〜

八
一
・
〇

一
五
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

市
川
三
郷
鰍

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
下
大
鳥
居
字

一
五
・
四
平
成
二
十
年

沢
線

波
柳
二
六
五
番
の
一
地
先
か
ら

四
月
十
七
日

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
下
大
鳥
居
字

波
柳
二
六
五
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
〇
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

四
月
十
七
日

第
千
八
百
四
十
六
号

木　曜　日



所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

笛
吹
市
川
三

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
垈
字
下

一
九
九
・
二
平
成
二
十
年

郷
線

垈
一
五
九
番
の
一
地
先
か
ら

四
月
十
七
日

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
垈
字
下

垈
一
三
七
番
の
一
地
先
ま
で

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
垈
字
古

四
九
・
一
平
成
二
十
年

宿
五
二
番
の
一
地
先
か
ら

四
月
十
七
日

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
垈
字
古

宿
五
一
番
の
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
リ
ウ
ス

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
科
嘉
●

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
州
市
塩
山
西
広
門
田
二
百
七
番
地
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
自
然
体
験
の
機
会
が
少
な
い
者
に
対
し
て
、
そ
の
機
会
の
場
の
提
供
及
び
紹
介

を
行
い
食
農
教
育
推
進
に
関
す
る
事
業
と
環
境
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
教
育

力
向
上
を
図
り
、
地
域
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
四
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
日
本
釣
り
環
境
保
全
連
盟

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
山
下
茂

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
六
千
七
百
十
三
番
地
の
三

十
九
　
Ｉ
Ｔ
プ
ラ
ザ
内

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ま
ず
第
一
に
全
国
の
釣
り
場
の
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
環
境
保
全
の
知
識
を

持
っ
た
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
し
、
そ
れ
ら
が
中
心
と
な
っ
て
各
地
域
の
釣
り
場
ご
と
に
活
動
で
き
る

全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
、
き
れ
い
で
気
持
ち
の
良
い
釣
り
場
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
次
に
、
水
害
等
の
際
に
船
舶
を
用
い
て
人
や
物
を
運
搬
し
復
旧
に
向
け
た
活
動
を
支

援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
、
真
に
安
心
で
き
る
社
会
作
り
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
五
日
ま
で

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
を
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
〇
六



社
会
福
祉
法
人

ハ
ー
モ
ニ
ー

笛
吹
市
石
和
町
平
井

生
活
介
護

知
的
障
害
者
・

和
音
の
郷

三
二
九
番
地

精
神
障
害
者

自
立
訓
練
（
生
知
的
障
害
者
・

活
訓
練
）

精
神
障
害
者

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者
・

知
的
障
害
者
・

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
ふ

甲
斐
市
下
今
井
一
七

生
活
介
護

知
的
障
害
者
・

双
葉
会

た
ば

一
二
番
地

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

生
活
介
護
事
業
所

南
都
留
郡
忍
野
村
忍

生
活
介
護

知
的
障
害
者

聖
ヨ
ハ
ネ
会

富
士
聖
ヨ
ハ
ネ
学

草
二
七
四
八
番
地

園
通
所
部

社
会
福
祉
法
人

就
労
支
援
事
業
所

都
留
市
つ
る
一
丁
目

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

小
さ
な
花

チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ド

五
番
一
〇
号

Ｂ
型

知
的
障
害
者
・

リ
ー
ム

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

障
害
福
祉
サ
ー
ビ

中
央
市
山
之
神
一
五

生
活
介
護

知
的
障
害
者
・

ひ
と
ふ
さ
の
葡

ス
事
業
所
ほ
っ
と

二
二
番
地
八
三

精
神
障
害
者

萄

ら
ん
に
ん
ぐ

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

Ｂ
型

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

す
ず
ら
ん
園

韮
崎
市
旭
町
上
條
六

共
同
生
活
援
助
知
的
障
害
者
・

韮
南
福
祉
会

四
一
番
地
一

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

（
主
た
る
事
業
所

韮
崎
市
旭
町
上
條
中

自
立
訓
練
（
生
知
的
障
害
者
・

韮
南
福
祉
会

）
こ
ぶ
し
授
産
園

割
一
七
七
六
番
地

活
支
援
）

精
神
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

Ｂ
型

知
的
障
害
者
・

精
神
障
害
者

（
従
た
る
事
業
所

韮
崎
市
旭
町
上
條
中

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

）
第
２
こ
ぶ
し
授

割
六
八
四
番
地
一

Ｂ
型

知
的
障
害
者
・

産
園

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

（
主
た
る
事
業
所

甲
州
市
勝
沼
町
小
佐

生
活
介
護

知
的
障
害
者

ぶ
ど
う
の
里

）
勝
沼
授
産
園

手
六
三
三
番
地
一

就
労
移
行
支
援
知
的
障
害
者

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

（
従
た
る
事
業
所

笛
吹
市
石
和
町
四
日

生
活
介
護

知
的
障
害
者

）
石
和
授
産
園

市
場
一
六
三
二
番
地

四

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

（
従
た
る
事
業
所

山
梨
市
下
石
森
五
二

生
活
介
護

知
的
障
害
者

）
山
梨
授
産
園

四
番
三
号

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

特
定
非
営
利
活

（
主
た
る
事
業
所

北
杜
市
長
坂
町
塚
川

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

動
法
人
八
峰
会

）
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

一
七
五
番
地
二

Ｂ
型

精
神
障
害
者

タ
ー
八
峰

（
従
た
る
事
業
所

北
杜
市
大
泉
町
西
井

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

）
自
遊
工
房

出
八
二
四
〇
番
地
一

Ｂ
型

精
神
障
害
者

（
従
た
る
事
業
所

北
杜
市
小
淵
沢
町
六

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

）
す
ず
ら
ん
工
房

二
六
六
番
地

Ｂ
型

精
神
障
害
者

（
従
た
る
事
業
所

北
杜
市
高
根
町
村
山

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

）
レ
イ
ン
ボ
ー
ハ

西
割
九
八
六
番
地
一

Ｂ
型

精
神
障
害
者

ウ
ス
高
根

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
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〇
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障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
施
設
を
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

社
会
福
祉
法
人

白
樺
園

山
梨
市
三
富
川
浦
二

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

三
富
福
祉
会

二
〇
三
番
地

生
活
介
護

知
的
障
害
者

自
立
訓
練
（
生
知
的
障
害
者

活
訓
練
）

社
会
福
祉
法
人

星
の
里

北
杜
市
長
坂
町
小
荒

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

八
ヶ
岳
名
水
会

間
一
〇
九
五
番
地
七

生
活
介
護

知
的
障
害
者

自
立
訓
練
（
生
知
的
障
害
者

活
訓
練
）

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
を
指
定
相
談
支
援
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

社
会
福
祉
法
人

Ｒ
ｉ
ｒ
ｅ
え
が
お

都
留
市
井
倉
二
五
〇

相
談
支
援

身
体
障
害
者
・

あ
す
な
ろ
の
会

番
地

知
的
障
害
者
・

障
害
児
・
精
神

障
害
者

社
会
福
祉
法
人

ひ
ま
わ
り
相
談
支

山
梨
市
東
後
屋
敷
六

相
談
支
援

身
体
障
害
者
・

い
ず
み
会

援
室

三
五
番
地
一

知
的
障
害
者
・

障
害
児
・
精
神

障
害
者

社
会
福
祉
法
人

ア
ン
ダ
ン
テ

甲
斐
市
牛
句
二
〇
二

相
談
支
援

身
体
障
害
者
・

三
井
福
祉
会

七
番
地
三

知
的
障
害
者
・

障
害
児
・
精
神

障
害
者

社
会
福
祉
法
人

障
害
者
相
談
支
援

富
士
吉
田
市
下
吉
田

相
談
支
援

身
体
障
害
者
・

不
二
の
里
森
福

セ
ン
タ
ー
「
け
や

字
尾
垂
六
六
六
七
番

知
的
障
害
者
・

祉
会

き
」

地

障
害
児
・
精
神

障
害
者

'

富
士
川
上
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
士
川
上
流

地
域
森
林
計
画
を
縦
覧
に
供
し
た
変
更
案
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

富
士
川
中
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
士
川
中
流

地
域
森
林
計
画
を
縦
覧
に
供
し
た
変
更
案
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'
山
梨
東
部
地
域
森
林
計
画
の
変
更

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
東
部
地

域
森
林
計
画
を
縦
覧
に
供
し
た
変
更
案
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
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八
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'
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
述

べ
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
意
見
を
山
梨

県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
し
ま
む
ら
　
代
表
取
締
役
　
野
中
正
人

２
　
住
所
　
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

二
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　
甲
府
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル

２
　
所
在
地
　
甲
府
市
和
戸
町
字
芝
原
五
百
七
十
八
番
外

三
　
届
出
の
内
容
及
び
公
告
日

１
　
内
容
　
新
設

２
　
公
告
日
　
平
成
十
九
年
九
月
十
三
日

四
　
意
見

１
　
駐
車
場
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

（一）

駐
車
場
の
位
置
及
び
構
造
等

店
舗
北
側
の
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、左
折
に
よ
る
入
出
庫
を
原
則
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

出
入
口
1
と
出
入
口
4
と
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
入
口
1
か
ら
の
左
折
出
庫
と
出
入

口
4
か
ら
の
左
折
入
庫
に
よ
る
混
雑
が
国
道
四
一
一
号
に
発
生
し
、
後
続
車
両
等
の
通
行
の
安

全
が
損
な
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
入
出
庫
の
際
に
は
歩
道
を
横
切
る
た
め
、
歩
行
者
（
特
に
登
下
校
時
の
児
童
等
）
や

自
転
車
の
通
行
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

つ
い
て
は
、
国
道
四
一
一
号
を
利
用
す
る
歩
行
者
、
自
転
車
、
車
両
等
の
交
通
に
及
ぼ
す
影

響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
、
出
入
口
1
・
2
・
3
を
駐
車
場
1
へ
の
入
庫
専
用
並
び
に

出
入
口
6
・
5
・
4
を
国
道
四
一
一
号
へ
の
出
庫
専
用
と
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

店
舗
南
側
の
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
出
入
口
7
が
狭
隘
な
生
活
道
路
に
面
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
店
舗
設
置
に
伴
う
車
両
の
増
加
に
よ
っ
て
混
雑
等
が
生
じ
、
地
域
住
民
の
生
活
の
利
便
が

損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
入
口
7
は
来
客
車
両
や
荷
さ
ば
き
車
両
の
来
店
・

退
店
経
路
と
し
て
設
定
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
出
入
口
7
に
は
車
両
を
誘
導
し
な
い

こ
と
。

上
記
と
併
せ
て
、
出
入
口
付
近
や
駐
車
場
内
の
歩
行
者
及
び
自
転
車
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
道
路
管
理
者
及
び
公
安
委
員
会
と
協
議
の
上
、
車
両
・
自
転
車
・
歩
行
者
の
動
線
分
離
、

歩
道
や
停
止
線
な
ど
の
路
面
表
示
、
交
通
整
理
員
の
配
置
及
び
看
板
（
誘
導
、
注
意
喚
起
）
や

ア
ド
バ
イ
ス
ミ
ラ
ー
等
交
通
安
全
施
設
の
設
置
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

特
に
、
オ
ー
プ
ン
時
や
繁
忙
時
に
お
け
る
交
通
整
理
員
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
位
置
や

人
員
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

（二）

経
路
の
設
定
等

来
客
車
両
が
住
宅
地
の
生
活
道
路
や
狭
隘
な
道
路
等
を
経
路
と
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
店

舗
北
側
の
国
道
四
一
一
号
へ
の
左
折
に
よ
る
出
庫
を
原
則
と
し
、
少
な
く
と
も
直
近
の
主
要
交

差
点
で
あ
る
和
戸
西
交
差
点
ま
で
の
適
切
な
退
店
経
路
を
設
定
す
る
こ
と
。

ま
た
、
設
定
し
た
来
店
・
退
店
経
路
に
つ
い
て
は
、
右
折
に
よ
る
入
出
庫
を
抑
制
す
る
た
め

の
看
板
の
設
置
や
定
期
的
な
チ
ラ
シ
の
配
布
等
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
来
客
等
へ
周
知
す
る
こ

と
。

２
　
騒
音
の
発
生
に
関
す
る
事
項

（一）

騒
音
の
予
測
・
評
価

夜
間
の
荷
さ
ば
き
作
業
に
伴
い
発
生
す
る
騒
音
（
荷
さ
ば
き
車
両
走
行
音
）
の
最
大
値
が
、

す
べ
て
の
騒
音
予
測
地
点
に
お
い
て
、
規
制
基
準
値
（
四
十
五
デ
シ
ベ
ル
）
を
超
過
し
、
各
予

測
地
点
で
の
騒
音
の
最
大
値
は
、
五
十
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
七
十
二
デ
シ
ベ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
店
舗
建
物
に
よ
る
回
折
効
果
に
よ
り
、
規
制
基
準
値
を
超
過
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
半
減

す
る
と
し
て
い
る
が
、
規
制
基
準
を
超
過
す
る
騒
音
予
測
地
点
が
半
減
す
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
規
制
基
準
値
を
超
過
す
る
時
間
は
、
各
ポ
イ
ン
ト
十
秒
未
満
と
し
て
い
る
が
、
各

騒
音
予
測
地
点
に
お
け
る
規
制
基
準
値
を
超
過
し
て
い
る
時
間
に
つ
い
て
の
根
拠
が
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
。

つ
い
て
は
、
夜
間
に
お
け
る
静
穏
な
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
、
騒
音
の
最
大
値
が
規
制
基

準
値
以
下
に
な
る
よ
う
な
対
策
又
は
荷
さ
ば
き
作
業
は
深
夜
早
朝
の
時
間
帯
を
避
け
る
な
ど
の

山
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県
公
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措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
意
見
を
述
べ
た
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
等
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

平
成
二
十
年
八
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
関
山
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
関
山
文
代

２
　
住
所
　
都
留
市
夏
狩
六
百
六
十
四
番
地

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
富
士
見
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

（二）

所
在
地
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
千
二
百
八
十
四
番
地
一

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面

千
五
百
九
十
一
平
方
メ
ー
ト
三
千
八
百
三
十
五
平
方
メ
ー

積
の
合
計

ル

ト
ル

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

七
十
三
台

百
九
十
二
台

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

な
し

四
十
台

届
出
の
図
面
の
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面

十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

百
六
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

積

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置

十
立
方
メ
ー
ト
ル

三
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル

及
び
容
量

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

大
規
模
小
売
店
舗
　
開
店
時
刻

午
前
九
時

Ａ
棟

午
前
九
時

に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
開
店

Ｂ
棟

二
十
四
時
間

時
刻
及
び
閉
店
時

刻
　
　
　
　
　
　
　
閉
店
時
刻

午
後
八
時

Ａ
棟

午
後
九
時
四
十
五
分

Ｂ
棟

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
Ａ
棟
北
側

午
前
八
時
三
十

と
が
で
き
る
時
間
帯

八
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
　

分
か
ら
午
後
十

時
ま
で

そ
の
他
　

二
十
四
時
間

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

一
カ
所

二
カ
所

数
及
び
位
置

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ

午
前
八
時
か
ら
午
後
八
時
ま
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま

ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時

で

で

間
帯

３
　
変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
九
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

'

第
三
十
七
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦
請
求

第
三
十
七
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
補
欠
委
員
の
任
命
を
平
成
二
十
年
五
月
に
行
う
の

で
、
使
用
者
団
体
は
使
用
者
委
員
補
欠
委
員
候
補
者
を
次
に
よ
り
推
薦
さ
れ
た
い
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
一
〇



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
推
薦
資
格
を
有
す
る
も
の
及
び
そ
の
推
薦
手
続

１
　
使
用
者
委
員
補
欠
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
得
る
資
格
を
有
す
る
使
用
者
団
体
は
、
山
梨
県
の
区

域
内
に
の
み
組
織
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
１
の
使
用
者
団
体
は
、
書
面
に
よ
り
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
。

二
　
被
推
薦
者
の
資
格
制
限
等

１
　
被
推
薦
者
が
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
委
員
と
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
公
務
員
で
あ
る
被
推
薦
者
が
委
員
に
就
任
す
る
場
合
に
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
一
条
及
び
第
百
四
条
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

三
　
推
薦
者
数

使
用
者
団
体
が
推
薦
し
よ
う
と
す
る
候
補
者
の
数
は
、
四
名
程
度
と
す
る
。

四
　
推
薦
期
間

平
成
二
十
年
四
月
十
八
日
か
ら
五
月
二
日
ま
で

五
　
推
薦
書
の
提
出
場
所

山
梨
県
商
工
労
働
部
労
政
雇
用
課
と
す
る
。

六
　
任
命
す
べ
き
補
欠
委
員
の
数

二
名

'

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協
議
を
行

う
に
あ
た
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
長
坂
地
区
田
園
交
流
基
盤
整
備
事
業
）
の
変
更
後
の
土
地
改
良

事
業
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
概
要

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
四
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
中
北
農
務
事

務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
下
さ
い
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
望
月
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
篠
原
三
千
百
四
十
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
國
平

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
三
二
一
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ

ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業

に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
一
一



一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
風
間
興
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
八
代
町
北
千
四
十
七
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
風
間
隆

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
五
）
第
三
一
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
小
林
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
一
宮
町
国
分
三
百
七
十
五
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
司

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
六
）
第
六
九
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん

せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
渡
辺
硝
子
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
三
百
九
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
渡
邊
勉

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
五
）
第
八
七
三
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工

事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
三
月
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
植
野
興
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
千
八
百
九
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
植
野
正
人

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
九
）
第
九
八
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ

ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
水
道
施

設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
二
月
十
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
一
二



第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
ア
セ
ラ
グ
リ
ー
ン

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
蓬
沢
町
千
百
七
十
一
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
埴
原
喜
久
男

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
）
第
八
五
九
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
造
園
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
二
月
十
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
エ
リ
ゼ
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
千
九
百
四
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
宮
山
二
三
男

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
八
二
〇
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
石
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗

装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
三
月
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
信
玄
土
木
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
境
川
町
石
橋
二
千
六
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
芦
澤
一
貴

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
四
七
一
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
羽
黒
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
竜
王
新
町
千
二
百
七
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
田
切
昭

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
七
）
第
五
〇
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
及
び
内
装

仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
一
三



許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
樋
口
技
建

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
央
市
浅
利
二
千
百
九
十
九
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
樋
口
三
朗

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
七
五
三
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工

事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
松
本
住
宅
産
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
中
下
条
千
六
百
五
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
椿
仁

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
五
八
九
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
三
月
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
佐
藤
工
務
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
鹿
留
二
千
四
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
佐
藤
計

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
六
六
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
管
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
年
三
月
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

公
安
委
員
会

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
宮
　
　
城
　
　
直
　
　
樹

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

自
動
車
保
管
場
所
証
明
事
務
現
地
調
査
等
業
務
委
託
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
一
丁
目
十
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

社
団
法
人
山
梨
県
警
友
会
連
合
会
　
山
梨
県
甲
府
市
宝
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
号

五
　
落
札
金
額

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
一
四



一
件
当
た
り
　
千
二
百
五
円
四
十
銭

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
一
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日

二
一
六


